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船舶インシデント調査報告書 

 

                            平成２６年１１月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（推進器損傷） 

発生日時 平成２６年５月９日 １４時２５分ごろ 

発生場所 島根県松江市地蔵埼東方沖 

 松江市所在の美保関灯台から真方位０９７.５°１,３５０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°３３.９′ 東経１３３°２０.４′） 

インシデント調査の経過  平成２６年５月１２日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（広島事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

練習船 わかたか、１９トン 

 ＴＴ２－１７８０（漁船登録番号）、鳥取県 

 １９.１５ｍ×４.２９ｍ×１.４８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、５６６.３４kＷ、平成９年２月２４日 

 第２４０－４３０７７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ５３歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録日 平成８年１０月２８日 

  免許証交付日 平成２３年５月１０日 

         （平成２８年１０月２７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 プロペラ軸が折損、プロペラ及び舵板が曲損、船尾管船首側軸受の支

面材が溶損 

 インシデントの経過  本船は、船長が１人で乗り組み、教諭２人及び生徒２６人を乗せ、

地蔵埼東方沖を南東進中、平成２６年５月９日１４時２５分ごろ船体

に振動を生じたので、船長が、主機を中立運転として船体及び主機の

点検を行い、異常のないことを確認してクラッチを操作したものの、

運航できなくなった。 

 本船は、境港の係留地までえい
．．

航された後、造船所で点検した結

果、プロペラ軸が折損していることが判明した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約０.５～１.０ｍ 

 その他の事項  プロペラ軸は、船尾管船首側軸受部でねじ切れるようにして折損し

ており、折損部の周囲がバラバラに破損していた。 
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 プロペラ軸は、直径約８０㎜、長さ約３.４ｍの黄銅製であり、約

３００～４００℃でもろくなって強度が低下する材質であった。 

 船尾管軸受の支面材は、フェノール樹脂製であった。 

 船尾管軸受は、主機の冷却海水系統から分岐した冷却海水で潤滑

及び冷却を行うようになっていたが、本インシデント後、‘船尾管へ

注水する冷却海水管’（以下「本件冷却海水管」という。）が析出した

塩分で閉塞し、潤滑及び冷却が阻害されていることが判明した。 

 本件冷却海水管の海水入口付近には、外筒がガラス製の筒型こし器

が設置され、冷却海水の流入状況が確認できるようになっており、

また、本件冷却海水管には、船尾管注水警報装置のセンサーが取り付

けられ、冷却海水流量が減少すれば、操舵室で警報が鳴るようになっ

ていたものの、同装置センサー部の電線が断線して警報が鳴らない状

態となっていた。 

（写真１ プロペラ軸の折損状況、写真２ プロペラ軸の折損状況

（破片部分）、写真３ プロペラ軸の折損部の状況、写真４ 船尾

管（船内側）の状況、写真５ 船尾管軸受の支面材の溶損状況、写

真６ 本件冷却海水管の状況 参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、地蔵埼東方沖を南東進中、本件冷却海水管が析出した塩分

で閉塞したことから、船尾管軸受の潤滑及び冷却が阻害され、プロペ

ラ軸が、高温となって強度が低下し、繰返しねじり応力及び曲げ応力

によって折損したことにより、運航不能となったものと考えられる。

原因  本インシデントは、本船が地蔵埼東方沖を南東進中、本件冷却海水

管が析出した塩分で閉塞したため、船尾管軸受の潤滑及び冷却が阻害

され、プロペラ軸が、高温となって強度が低下し、繰返しねじり応力

及び曲げ応力によって折損したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考  船舶所有者は、本インシデント後、船尾管注水警報装置センサー部

の電線が断線した際にも警報が鳴るように改修した。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・発航前の点検において、主機を始動した後、こし器で船尾管への

冷却海水の流入状況を確認すること。 

・定期的に本件冷却海水管の開放点検を行うこと。 
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写真１ プロペラ軸の折損状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ プロペラ軸の折損状況（破片部分） 
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写真３ プロペラ軸の折損部の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 船尾管（船内側）の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船尾管   船尾管船首側軸受の支面材  本件冷却海水管（塩析出部） 
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写真５ 船尾管軸受の支面材の溶損状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船尾管船首側軸受の支面材 

 

写真６ 本件冷却海水管の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

船尾管入口部へ接続   船尾管注水警報装置センサー部   こし器 


